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タスクフォース構成員からの
ご質問への弊社回答

平成２２年４月２０日

ソフトバンク株式会社
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１）

• 「光の道」は全ての国民に光サービスを１００％普及させるものであり、単なる未整備

エリアの問題として捉えるべきではない。

• その前提として、光インフラを２０１５年までに整備する方策としては以下のとおり。

① ＮＴＴ東西を構造分離して「アクセス回線会社」を設立し、「光の道」の整備主体

とする。

② メタル維持義務を撤廃し、光の計画的・効率的な全国整備を可能とする。

• アクセス回線会社は計画的・効率的な光インフラ整備を行い、全国でサービス提供す

ることにより採算性は確保可能であるため、公的資金の投入は不要。

「光の道」の整備には、①残り１０％の超高速ブロードバンド未整備エリアにおける基盤整

備と、②超高速ブロードバンド整備エリアにおける利用率３０％の向上、の２点が必要と

考えられるが、

１）①について、未整備エリアにおける基盤整備を短期間（５年間）で行うためには、どの

ような方策を講じることが必要と考えるか。事業者間の設備競争を通じた基盤整備、公

的資金の投入による計画的基盤整備、あるいはそれらのミックス等、複数の方法が想定

できるが、どのような方法が適当と考えるか。その際の整備主体、運営主体、財源等につ

いては、どのように考えるか。

回答１－１

質問１－１
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２）

• 「光の道」を整備し光利用率１００％を達成するためには、①計画的・効率的

な光整備の推進と、②競争による利用者料金の低廉化等が必要。

• ①については、ＮＴＴ東西を構造分離して「アクセス回線会社」を設立し、「光

の道」の整備主体とすることで、計画的・効率的な整備を推進すべき。

• ②については、アクセス回線会社が全ての事業者に対して公平にアクセス

回線を提供することで、事業者間競争を活性化し、料金の低廉化等を実現

すべき。

「光の道」の整備には、①残り１０％の超高速ブロードバンド未整備エリアにおける基盤整

備と、②超高速ブロードバンド整備エリアにおける利用率３０％の向上、の２点が必要と

考えられるが、

２）②について、利用率を向上させる方法としては、何が適当と考えるか。また、利用率

向上のための方法として、事業者間競争の活性化による料金の値下げやサービスの多

様化等も考えられるが、事業者間競争の活性化のためにはどのような方策が考えられる

か。

回答１－２

質問１－２
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「光の道」が整備される時代において、市場における競争はどうあ

るべきと考えるか。また、その際、ＮＴＴへの規制の在り方について

はどうあるべきと考えるか。

•公平なアクセス網上で競争が十分できている市場環境が、「光の

道」時代のあるべき姿。

•公平なアクセス網の実現には、ＮＴＴの構造分離が必須である。

•また、アクセス網を開放したとしても、持株会社を通じたグループ

ドミナンスの問題が存在するため、その解消に向けて、ＮＴＴグ

ループの資本分離が必須。（別紙① 参照）

回答２

質問２
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完全資本分離が不可欠
構造分離
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①
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「光の道」の整備に向け、貴社はどのような貢献ができると考えているか。

• 「光の道」の整備に向け、官民あげてのプロジェクトを立ち上げるのであれば、

当社としても積極的に参加し、惜しみなく協力する所存。

• また、メタルから光への切り替えに際し、当社の４００万ＡＤＳＬユーザにも多

大な影響が出ることは必至だが、利用者が混乱することなく光サービスに移行

できるような体制を構築する等、「光の道」の実現に支障が出ないよう協力し

ていく。

• さらに「光の道」の上で実現可能なサービスの開発や販売については、当社が

ＡＤＳＬやYahoo！等のサービスにて培った経験や実績を十分に活かすことが

可能と考える。

• 具体的には、医療・教育等の全国民向けのアプリケーションの開発・普及にか

かるサポートやその他国民生活を豊かにする各種サービスの実現に向けて、行

政や関係事業者等と連携の上、邁進していきたい。

回答３

質問３
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加入者ファイバの接続料は東西別全国一律料金となっているが、

今後条件不利地域にファイバを敷設することをふまえ、地域間料

金格差を設けることについてどのように考えるか。また、公的資金

の補助を得て敷設された光ファイバの接続料はどのようにあるべき

と考えるか。

• 「光の道」は全ての国民があまねく公平に利用できる基盤インフ

ラであることに鑑みると、全国一律で低廉な料金であることが望

ましい。

•なお、全国一律で効率的なインフラ整備を推進するアクセス回線

会社であれば、採算性は確保可能であり、公的資金の投入は不

要。

回答４

質問４
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ネットワークの開放策について、現在の仕組みでどういった障害があるのか、具体的に教

えていただきたい。

• 現在のＮＴＴ東西のネットワーク開放策には、主に次のような問題が存在。

− 情報漏洩問題にあるように、利用部門と管理部門のファイアーウォールが実効的

に機能していない。

− 情報の非対称性、手続きの非対称性等、接続事業者との同等性が確保されてい

ない。

− 接続料の支払は、利用部門と管理部門では内部取引のため相殺となり、ＮＴＴ東

西においては実質的な負担（キャッシュアウト）が発生しないため、接続料を高め

るインセンティブが働く。（事実、管理部門の方が利益率が高い状況にある。）

（別紙②、別紙③参照）

− ＡＤＳＬについては、設備開放政策により競争事業者の参入が促進され、サービ

スの普及に一定程度寄与したが、ＦＴＴＨについては、８分岐単位の接続であり、

狭い配線区画も相俟って、実質上競争事業者の参入を排除している状況にある。

− ＮＧＮについては、アクセス回線と一体での提供等、十分なアンバンドルがなされ

ておらず、接続事業者の創意工夫に基づく自由なサービス提供を阻害している。

回答５

質問５
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利用部門

ＮＴＴ東西

接続事業者

ＮＴＴ東西の構造的問題

管理部門

接
続
料
支
払

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
イ
ン
）

内
部
取
引

（
資
金
移
動
な
し
）

別紙②

接続料を高めるインセンティブが働く構図が問題
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別紙③

２０１０年４月１５日付
朝日新聞 朝刊

こうした事案も接続料上昇要因のひとつ
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ＮＴＴ西日本の個人情報漏洩問題についてのお考えを聞かせていただきたい。

• 本件、本質的にはＮＴＴの自社優遇インセンティブに起因する問題。

• 同一会社が卸部門と小売部門を兼業している以上、この自社優遇インセン

ティブ自体がなくなることはない。

• よって、システム対応・運用変更による部門間のファイアーウォール措置の改

善や社員教育の徹底等の対策を行っても、問題に対する本質的な対処とは

なり得ず、今後、同様の問題が引き起こされる可能性は常に存在し続ける。

• なお、この問題はＮＴＴ東日本においても同様。

• このような問題への抜本的対処としては、ＮＴＴ東西を構造的に分離し、特

定会社を優遇するインセンティブ自体を失わせる他に方策はない。

（別紙④ 参照）

回答６

質問６



11

別紙④

２００９年１１月１８日付
読売新聞（大阪版） 朝刊
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現在、ＮＴＴ東西には、ドミナント規制が課されており、制度上、情報の対称性や手続の同

等性などが確保されているが、ＮＴＴ西日本の個人情報漏洩問題などが起きていることを

踏まえると、競争の同等性を更に高めることも必要と考えられるが、どうか。具体的に必

要と考える措置があるか。

• 質問５及び質問６において回答したとおり、現状のドミナント規制による運用においては、

数多くの問題が存在しており、事業者間の同等性が確保されているとは言えない状況

にある。

• 同一会社が卸部門と小売部門を兼業している以上、自社優遇インセンティブ自体がな

くなることはないため、構造分離を実施し、同等性を確保する以外に方策はない。

• なお、諸外国においても機能分離について、以下のような課題が指摘されているところ。

− ファイアウォール機能不全

− 内部相互補助

− 自社ユーザ優遇

− 同等性確保による品質犠牲

− 監視・運用コスト発生

回答７

質問７
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ＮＴＴ東西は、光アクセス網は８本まとめてでないと借りられない形で設計し、ＮＧＮは、そ

のアクセス網と一体となった形で設計するなど、いずれも競争事業者の利用を前提とした

ネットワーク設計をしていない。ＮＧＮでは、更にネイティブ方式のＩＳＰ事業者が３社に制

限される設計となっているため、ＩＳＰ事業者からは競争上の懸念が示されるなど、メタル・

ＰＳＴＮから光・ＮＧＮへのマイグレーションが進展する中で、メタルで生み出された競争環

境が消え去ろうとしている。光の時代における競争環境を実現するためには、ＮＴＴ東西

のアクセス網をより他事業者に使いやすい形に見直すことも必要と考えられるが、どうか。

具体的にアクセス網がどのような形になれば、ＦＴＴＨ市場の競争環境が実現すると考え

るか。

• ＮＴＴ東西のＦＴＴＨのシェアが約７５％となり、独占状態に回帰していることを見れば、

これまで以上に競争環境が悪化していることは明らかであり、このことは何よりも光アク

セス網の開放が不十分であることに起因している。

• 同一会社が卸部門と小売部門を兼業している以上、自社優遇インセンティブ自体がな

くなることはなく、まずはアクセス網の構造分離が必要。

• その上でメタルと同様の競争環境をＦＴＴＨ市場において実現するためには、全ての事

業者に公平な分岐端末回線単位の貸し出しを実現することが必要。

回答８

質問８
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事業者間のより一層公正な競争環境を整備するためには、ＮＴＴ東西からアク

セス網を別会社として分離する考え方もあり得る。この場合、アクセス会社がＮ

ＴＴ持株内にあっても、アクセス網分離後のＮＴＴ東西は、ボトルネック設備（ア

クセス網）を持たなくなるので、現行制度上は、ＮＧＮを含めてボトルネック性を

根拠とする規制を課せなくなるが、この点についてどう考えるか。

• より一層公正な競争環境を整備するために、まずはアクセス網の構造分離及

びＮＴＴグループの資本分離を行うことが必要。

• さらにアクセス網分離後のＮＴＴ東西については、総務省で検討することと

なっているドミナント性やボトルネック性を含めた指定電気通信設備制度の見

直しの結果を踏まえ、対処を判断すべき。

• 加えて、独占禁止法等による適正な運用監視がなされることは当然必要。

回答９

質問９
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不採算であるとして超高速ブロードバンドインフラが整備されてい

ない地域に関して、一般論として、初期投資に関する負担がなけ

れば、そういった地域においてもサービス提供を継続することは可

能か。

•全国一律で効率的なインフラ整備を推進するアクセス回線会社

であれば、公的補助を受けることなく、サービスを継続提供するこ

とが可能。

回答１０

質問１０
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８分岐問題（光ファイバーを１分岐単位で貸し出す案の是非）につ

いて、どう考えているか。ＮＴＴ以外の各社による実験結果が出た

そうなので、それをふまえてお答えいただきたい。

• ８分岐問題については、事業者間の公平性を担保するために、

ＮＴＴ東西のアクセス部門を構造分離した上で、全ての事業者で

ＯＳＵを共用した分岐端末回線単位での接続を実施することが

必要。

•なお、２０１０年３月１０日に報道発表したとおり、ＮＴＴ東日本の

商用設備環境にて実証実験を行い、技術面・運用面において複

数事業者によるＯＳＵ共用が実現可能であることを確認済み。

回答１１

質問１１
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光の道時代のユニバサービスの定義（具体的なサービスの中身）、

コスト負担ないし基金についてどう考えるか

• メタルから光への移行にあわせてユニバーサルサービスの対象を

電子カルテ、電子教科書等のより高度なサービスを含めたものに

拡充すべき。

• 「光の道」の時代においては、拡充されたユニバーサルサービスが

国民に広くあまねく、現状と同程度の料金で提供されることを保

障すべき。（別紙⑤ 参照）

•全国一律で効率的なインフラ整備を推進するアクセス回線会社

であれば、採算性は確保可能であり、公的資金の投入は不要。

回答１２

質問１２
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「光の道」時代のユニバーサルサービス

現行 「光の道」

音声電話

光回線
（1,400円）

電子カルテ

電子教科書

音声電話

メタル回線
（1,400円）

料金は
現行レベル

別紙⑤
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８分岐を実現した場合、光ファイバをＮＴＴ東西から借りてＦＴＴＨ

サービスの提供を積極的に行う考えはあるのか。

• ＮＴＴも含めた全ての事業者でＯＳＵを共用した分岐端末回線単

位接続が実現され、接続料が低廉且つ適正な水準になれば、当

社においてもＦＴＴＨサービスを提供することについて検討可能と

なるが、その前提としてアクセス回線会社の設立が必須と考える。

•また、メタルから光への移行に際しては、事業者間の競争環境に

配慮した移行ルールの整備が必要。

回答１３－１

質問１３－１
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• ８分岐問題とは別に、そもそも「光の道」の整備主体がアクセス

回線会社となったとしても、ＣＡＴＶ事業者や電力系事業者が自

社の設備で事業継続することを妨げることはない。

•ＣＡＴＶ事業者や電力系事業者は採算エリアでは従来と同様に

自社設備でエリア拡大を実施し、それ以外のエリアではアクセス

回線会社の設備を利用することによって、エリア全体を通して効

率的なサービスの提供が可能となる。（別紙⑥ 参照）

（次ページに続く）

回答１３－２

他方、８分岐を実現すると、ＣＡＴＶ事業者や電力系事業者は、設

備競争が困難になると考えられるが、この点をどう考えるか。

質問１３－２
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•なお、光への移行に際しては、メタル撤去という点で、ＤＳＬ事業

者の方がより直接的な影響を受ける立場にある。

• ＤＳＬ事業者が抱える最大の課題は、光回線の公平な貸出ルー

ル（低廉かつ適正な接続料）が整備されていないことだが、これ

はアクセス回線会社を設立し、ドライカッパと同水準以下の接続

料を実現することで解決される。

•この課題さえ解決されれば、事業構造自体には大きな変化はな

い（中継網の設備はそのままでアクセス回線がメタルから光に変

わるのみ）ため、事業継続は十分に可能。（別紙⑦ 参照）

• メタル撤去に際しては、接続事業者への影響に鑑み、２０１５年

までのメタルから光への移行計画を官民あげて作成し、全ての国

民が低廉な料金で、より良いサービス（速度向上等）を利用できる

ようにすべき。

回答１３－２
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「光の道」におけるＣＡＴＶ・電力系事業者

自社アクセス以外に
アクセス回線会社設備も利用可能

別紙⑥

アクセス回線会社

ＮＴＴ東西
ＣＡＴＶ
電力系

接
続
事
業
者

自社
アクセス

接
続
事
業
者

接
続
事
業
者

接
続
事
業
者
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ＤＳＬ事業者のビジネスモデルに変更はない

ＤＳＬ事業者 光事業者

ＧＣＧＣ

・ ・ ・ ・

ＧＣＧＣ

・ ・ ・ ・

＝
ルータ

中継局

ルータ

中継局

光
1,400円

光
1,400円

メタル
1,400円

ＰＯＮ

ルータ

ＰＯＮ

ルータ

ＤＳＬＡＭ

ルータ

ＤＳＬＡＭ

ルータ

ＩＳＰ ＩＳＰ

ＴＡ

ＯＮＵ
モデム

メタル
1,400円

モデム
ＴＡ

ＯＮＵ

別紙⑦
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自ら光ファイバを敷設して設備競争を行う考えはないのか。

•当社独自のアクセス網構築については、線路敷設基盤（電柱、

管路等）を保有しないため実質的に不可能な状況。

•なお、光アクセス網は国家の基盤インフラとして、効率的に整備

される必要があり、アクセス回線会社による一括整備が望ましい

と考える。

回答１３－３

質問１３－３


